
簡易専用水道のしおり 
 

    あ な た の 飲 み 水 は  

              安 全 で す か 

 

 ビルやマンションなどでいったん受水槽に水道水を受けている給

水施設のうち，比較的大きなものを「簡易専用水道」といいます。 

 「簡易専用水道」は，水道法により設置者が管理し，定期検査を

受けることが義務付けられています。 

 設置者のみなさんは，このパンフレットの内容をよく理解し，施

設の適正な管理に努めましょう。 

 

竹 原 市 



簡易専用水道とは 

● 水道事業者から受ける水道水のみを水源とするもの。 

● 受水槽の有効容量が１０ｍ３を超えるもの。 

有効容量とは 

 

  

 

簡易専用水道とは，次の２つの条件を満たしている受水槽方式※の

水道です。 

 

 

 

 例えば，ビル，マンションなどの受水槽方式の水道では，下図の

斜線部分が簡易専用水道に該当します。 
 
 

 

 

 

 受水槽において適正に利用でき

る容量（高置水槽分は含まれない）

をいい，最高水位と最低水位との

間に貯留される水量をいいます。 



適正な管理とは 

年１回の定期検査を 

 

 

 水槽などの施設の管理が丌十分なために，赤い水が出たり，水の

味やにおいなどに異常が生じたりすることがあります。 

 次のことに特に注意して，施設の管理に努めましょう。 

 

※ 簡易専用水道の適正な管理について，水道事業者（水道局）が，設置者の
皆様に助言をすることがあります。 

 

 

 

 

 簡易専用水道は，自動車の車検と同じように，毎年１回，定期的

に厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の検査を受けなければなり

ません。（※） 

●検査に関する詳細は，厚生労働大臣の登録を受けた検査機関にお問い合わせ

ください。 

●検査で衛生上の問題が判明した場合，検査機関が施設の改善等について皆様

に説明しますが，その際，市役所への相談を

助言された場合は，すみやかにご連絡くださ

い。 

※ 受検しなかった場合，水道法により 100 万円以

下の罰金に処せられることがあります。

● 水槽の掃除を１年以内ごとに１回， 

 定期的に行う。 

● 水槽の状態やマンホールの施錠など 

 施設の点検を行って，不備な点があれ 

 ば速やかに改善する。 

● いつも水の色，味，濁り，においな 

 どに注意して，異常があれば必要な水 

 質検査を受ける。 

● 供給している水が人の健康を害する 

 おそれがあるときは，直ちに給水を停 

 止し，その旨を利用者に知らせる。 



検査の内容と検査手数料は 

お問い合わせは 

 

 

 検査は現場検査と提出書類検査があります。 

検査の種類 項  目 内    容 

現 場 検 査 

施設の外観検査 ● 水槽内に有害物，汚水等が混入す  

るおそれの有無 

● 水槽内部及び周辺の状況 

水 質 検 査 ● 臭気，味，色，色度及び濁度 

● 残留塩素の有無 

書 類 検 査 ● 簡易専用水道の設備及び周辺構造  

物の配置図面 

● 管理についての記録 

提出書類検査 
● 管理の状況を示す書類を提出することにより，検査

を受ける 
 （注）「建築物における衛生的環境の確保に関する法律（ビル管理法）」の適用がある

施設は，現場検査に替えて提出書類検査だけで済ませることができます。 
     なお，検査に要する料金については，検査機関に直接お問い合わせください。 

 

 

 簡易専用水道に関するお問い合わせは，市役所又は厚生労働大臣

の登録を受けた検査機関にお願いします。 

【厚生労働大臣の登録を受けた検査機関】（※） 

 財団法人広島県環境保健協会 

 ● 広島市中区広瀬北町 9-1      （TEL 082-293-151１） 

 ● 福山市山手町五丁目 32-26  （TEL 084-952-0007） 
 ※ 平成２３年４月１日現在。ただし，県外に主たる事務所を置く機関を除く。 
 

 
 
※簡易専用水道の衛生確保のため必要と認められる場合，市職員が施設に立ち

入ることがありますので，ご協力ください。 

竹原市市民生活部まちづくり推進課生活環境係 

  〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目１番３５号 

 TEL （0846） 22-7734   FAX（0846）22-8579 

 E-mail shimin@city.takehara.hiroshima.jp 


